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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第96期
第１四半期
累計(会計)期間

第95期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 2,433,334 10,512,385

経常利益（千円） 143,462 516,438

四半期（当期）純利益（千円） 78,257 285,682

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ －

資本金（千円） 553,031 553,031

発行済株式総数（千株） 5,749 5,749

純資産額（千円） 12,960,271 12,887,191

総資産額（千円） 17,093,385 16,767,220

１株当たり純資産額（円） 2,362.45 2,349.09

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
14.27 52.08

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － 15.0

自己資本比率（％） 75.8 76.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
334,856 843,194

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△74,170 △494,996

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△41,205 △82,074

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
3,501,924 3,282,444

従業員数（人） 337 323

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標の推移につい

ては記載しておりません。

　２．売上高には消費税等は含んでおりません。

　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 337 (20)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。

EDINET提出書類

東部ネットワーク株式会社(E04221)

四半期報告書

 3/19



第２【事業の状況】

１【営業実績】

(1）輸送トン数及び売上高

事業区分

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

輸送トン数
（千トン）

売上高（千円）

貨物自動車運送事業   

バルク輸送部門 335 393,140

清涼飲料、びん・容器
輸送部門　

229 1,191,726

その他輸送部門 － 27,638

小計 564 1,612,505

商品販売事業 － 546,858

不動産賃貸事業 － 250,908

その他事業   

自動車整備部門等 － 23,061

合計 564 2,433,334

　 （注）１．貨物利用運送による輸送トン数は上表には含めておりません。

 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ３．バルク輸送とは、荷物を包装や箱詰めすることなく、タンクにばら積みの状態で運ぶ輸送方法のことであり

ます。

 ４．貨物自動車運送事業のうち、運送委託の実績は次のとおりであります。

区分

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 委託比率(％)

傭車料 675,175 41.9

　 （注）１．委託比率は売上高＜貨物自動車運送事業＞に対する運送委託費の割合であります。

２．傭車料には、消費税等は含まれておりません。

(2）主要顧客別売上高状況

相手先

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

売上高（千円）
総売上高に対する
割合(％)

コカ・コーラナショナルビバ
レッジ株式会社 

699,451 28.7

山村倉庫株式会社 361,077 14.8

（注）   売上高には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。　

(1）業績の状況

当第１四半期におけるわが国経済は、外需に陰りが出てまいりましたことに加え、個人消費の停滞で内需も低迷

し、景気に減速感が強まってまいりました。　　

当貨物自動車運送業界は、燃料費高騰によるコストが大幅に増加しておりますので、荷主に燃料サーチャージ

（燃料特別付加運賃）方式等で、輸送体制の維持を要請する状況となりました。　

このような状況下、当社におきましては、イノベーションによる物流の『最適化提案営業』と新規事業の開拓を

進めております。　

当第１四半期の事業別売上高の概況につきましては、以下のとおりであります。　

（貨物自動車運送事業）　

バルク輸送部門の石油輸送は、エネルギー価格高騰による消費者の節約ムードが一段と高まり、輸送量が減少し

減車対応等を実施いたしました。化成品輸送は、納入先定期修理の終了とともに輸送量は漸増傾向となりました。セ

メント輸送は、マンション需要の低迷や建築基準法の厳格化による先送り物件が増加した影響を受け、輸送量が若

干減少となりました。

清涼飲料、びん・容器部門のびん・容器輸送は、需要先でペットボトル製品の内製化が一段と加速したことから、

びん需要が減少し、輸送量が減少いたしました。清涼飲料輸送は、新規受注輸送地域が一巡いたしましたが、ＴＬＳ

（東部ネットワーク・ロジスティクス・システム）の効果的稼働もあり売上高は堅調に推移いたしました。

小型車を中心としたその他輸送部門は、不採算事業の減車を実施いたしました。

また、同事業において環境等を意識した省エネ輸送を実践するため、輸送計画を当第１四半期から前倒しいたし

ました。　

この結果、貨物自動車運送事業全体の売上高は1,612,505千円となりました。　

（商品販売事業）　　

主力の石油販売は、販売単価の上昇により販売額が増加いたしましたが、セメント及び車両の販売額は減少とな

りました。この結果、同事業部門の売上高は546,858千円となりました。　

（不動産賃貸事業）　　

当社が提供する各種賃貸施設は、自社提供施設及び借上提供施設のテナントに変動なく順調に稼働しております

ので、同事業部門の売上高は250,908千円となりました。　

なお、兵庫県西宮市に所有する旧西宮営業所を賃貸物件として有効利用することとし、来春竣工を目処として事

業を開始いたします。

（その他事業）　　

整備部門は、物流量の減少に伴い整備対象車両が減少している中、新規受注先の開拓等を進めてまいりました。生

損保代理業は、大口契約先の割引率増加に伴い手数料が減少いたしました。以上により同事業部門の売上高は23,061

千円となりました。　

以上の結果、当第１四半期の売上高は2,433,334千円、営業利益は125,827千円、経常利益は143,462千円、旧西宮営業

所の新規事業に伴い特別損失を計上いたしましたので、四半期純利益は78,257千円となりました。　

(2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ219,480千

円増加し、3,501,924千円となりました。　

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、334,856千円となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益134,684千円、減

価償却費110,932千円、仕入債務の増加額62,987千円、その他の負債の増加額132,225千円等であり、主な減少要因は、

法人税等の支払額102,655千円等であります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は74,170千円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出41,359千

円、無形固定資産の取得による支出554千円、投資有価証券の取得による支出31,719千円等によるものであります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は41,205千円となりました。主な要因は、配当金の支払額41,145千円等によるもので

あります。　
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　基本方針の内容 

当社は,永年蓄積した業務知識や、営業ノウハウを活用することによって顧客満足度をより高めることを基本施

策として、長期的視野に立った経営を行い、現在のような借入金のない強固な財務基盤を形成し、高収益、高配当

を実現しております。従って、経営の効率性や収益性を高める観点から、専門性の高い業務知識や営業ノウハウを

備えた者が取締役に就任して、法令及び定款の定めを遵守しつつ当社の財務及び事業の方針の決定につき重要な

職務を担当することが、会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えており、このことをもって

会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針としております。

②　不適切な支配の防止のための取組み

当社は、大規模な当社株式の買付行為（以下「大規模買付行為」といいます。）がなされた場合について、その

大規模買付者が長期的経営意図や計画もなく一時的な収益向上だけを狙ったもの、株主に株式の売却を事実上強

要するおそれがあるもの、買収等の提案理由、買収方法等が不当・不明確であるなどの事情があるときは、企業価

値を毀損し、株主共同の利益に資するとはいえないと考えます。

また大規模買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであります

が、株主の皆様が適切な判断を行うためには、十分な情報が提供される必要があると考えています。そこで大規模

買付行為に対するルールとして、特定の株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社株式の買付を行

おうとする者に対して、(ａ)買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をすること、(ｂ)その後、当社

取締役会がその買付行為を評価し、交渉・評価意見・代替案のできる期間を設けることを要請するルールを策定

いたしました。このルールが遵守されない場合は、株主の皆様の利益を保護する目的で対抗措置を講じる可能性

があり、当社といたしましても、これに対する防衛策を導入すべきと考えます。そのため当社は、平成19年5月15日

開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための、基本方針に照らし不適切な支

配の防止のための取組みとして、当社株券等の大規模な買付行為に関する対応方針（以下「買収防衛策」といい

ます。）を決議いたしました。

当社は、この買収防衛策の詳細を平成19年5月15日付で「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（買収

防衛策）として公表いたしました。このプレスリリースの全文は、インターネット上の当社ウエブサイト（アド

レスｈｔｔｐ：//www.tohbu.co.jp）に掲載しています。

③　不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

1．当社取締役会は、不適切な支配の防止のための取組みが策定され、当社の企業価値、株主共同の利益を確保する

ための取組みであり、株主の皆様の共同利益を損なうものではないと考えます。

当社は、貨物自動車運送事業として永年蓄積した業務知識や営業ノウハウを活用することと物流の『最適化提

案営業』で顧客満足度をより高めることを経営の基本施策として、長期的視野に立った取引先等との業務提携関

係の確立、高付加価値の配送サービス体制の確立、従業員研修、コスト競争力の引上げ等、現在のような借入金の

ない強固な財務基盤を形成し、高収益、高配当を実現しております。

このような当社の事業においては、経営の先見性や効率性で収益性を高める観点から専門性の高い業務知識や

営業ノウハウを備えた者が取締役に就任することが必要不可欠であると判断されるからであります。

2． 取締役会によって恣意的な判断がされることを防止するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大

限尊重して買収防衛策が発動されることが定められており、取締役の地位の維持を目的とするものではありませ

ん。

なお、当社は、上記の「大規模買付行為に対するルールの設定」及びその「ルールが順守されなかった場合の

対抗措置」の構築につきましては、株主の皆様のご賛同を得ることを条件としており、平成19年6月28日開催の当

社第94回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件」を付議承

認されております。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,996,000

計 22,996,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,749,000 5,749,000 ジャスダック証券取引所 －

計 5,749,000 5,749,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日　

～　

平成20年６月30日　

－ 5,749,000 － 553,031 － 527,524

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。　
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   262,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,485,100 54,851 －

単元未満株式 普通株式     1,000 －
１単元（100株）未

満の株式

発行済株式総数 5,749,000 － －

総株主の議決権 － 54,851 －

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

東部ネットワーク株式会社
横浜市神奈川区栄町

２番地の９
262,900 － 262,900 　4.57

計 － 262,900 － 262,900 4.57

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 730 729 690

最低（円） 683 660 603

　 （注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称を変更しております。　

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合はそれぞれ次のとおりであります。

資産基準　　　　　　 　  0.6％

売上高基準　　   　　  　－ ％

利益基準　　　　　       0.3％

利益剰余金基準　　    　 0.8％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,801,924 3,282,444

受取手形 14,638 30,581

営業未収入金 975,247 1,017,667

貯蔵品 37,349 26,636

その他 118,030 137,623

貸倒引当金 △3,299 △3,488

流動資産合計 4,943,891 4,491,464

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 2,286,701

※
 2,320,227

車両運搬具（純額） ※
 473,618

※
 523,422

土地 6,929,340 6,929,340

建設仮勘定 53,287 3,369

その他（純額） ※
 351,301

※
 359,371

有形固定資産合計 10,094,249 10,135,732

無形固定資産 199,192 74,136

投資その他の資産

投資有価証券 1,206,776 1,114,707

その他 665,121 967,025

貸倒引当金 △15,845 △15,846

投資その他の資産合計 1,856,051 2,065,887

固定資産合計 12,149,494 12,275,755

資産合計 17,093,385 16,767,220

負債の部

流動負債

支払手形 5,368 20,523

営業未払金 745,485 667,343

未払金 204,140 11,894

未払費用 247,145 146,421

未払法人税等 38,941 111,355

引当金 36,684 97,718

その他 166,345 153,564

流動負債合計 1,444,110 1,208,820

固定負債

繰延税金負債 1,415,870 1,394,709

再評価に係る繰延税金負債 151,652 151,652

引当金 88,254 86,822

長期前受金 45,351 46,246
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

長期預り保証金 987,874 991,777

固定負債合計 2,689,003 2,671,209

負債合計 4,133,113 3,880,029

純資産の部

株主資本

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 12,205,340 12,168,227

自己株式 △194,855 △194,795

株主資本合計 13,091,238 13,054,186

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 320,014 283,985

土地再評価差額金 △450,981 △450,981

評価・換算差額等合計 △130,966 △166,995

純資産合計 12,960,271 12,887,191

負債純資産合計 17,093,385 16,767,220
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

売上高 2,433,334

売上原価 2,217,472

売上総利益 215,862

割賦販売未実現利益戻入額 9,546

割賦販売未実現利益繰入額 8,767

差引売上総利益 216,640

販売費及び一般管理費 ※
 90,812

営業利益 125,827

営業外収益

受取利息 980

受取配当金 14,341

その他 3,477

営業外収益合計 18,799

営業外費用

支払利息 1,163

その他 1

営業外費用合計 1,165

経常利益 143,462

特別利益

固定資産売却益 67

貸倒引当金戻入額 188

特別利益合計 256

特別損失

固定資産除却損 106

減損損失 8,928

特別損失合計 9,034

税引前四半期純利益 134,684

法人税、住民税及び事業税 38,127

法人税等調整額 18,298

法人税等合計 56,426

四半期純利益 78,257
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 134,684

減価償却費 110,932

減損損失 8,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） △188

その他の引当金の増減額（△は減少） △59,601

受取利息及び受取配当金 △15,322

支払利息 1,163

有形固定資産売却損益（△は益） △67

有形固定資産除却損 106

売上債権の増減額（△は増加） 58,362

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,713

仕入債務の増減額（△は減少） 62,987

その他の資産の増減額（△は増加） △293

その他の負債の増減額（△は減少） 132,225

小計 423,203

利息及び配当金の受取額 15,471

利息の支払額 △1,163

法人税等の支払額 △102,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △41,359

有形固定資産の売却による収入 909

無形固定資産の取得による支出 △554

投資有価証券の取得による支出 △31,719

貸付けによる支出 △2,314

貸付金の回収による収入 867

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △74

自己株式の売却による収入 14

配当金の支払額 △41,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,480

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,501,924
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　

従来、最終仕入原価法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、最終仕入

原価法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。　

これによる損益に与える影響はありませ

ん。　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

固定資産の減価償却費の算定

方法

定率法を採用している資産については、

事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、6,587,190千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、6,488,204千円であ

ります。

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料及び手当 23,961千円

賞与引当金繰入額 3,379 

役員賞与引当金繰入額 5,230 

退職給付費用 747 

役員退職慰労引当金繰入

額 
2,650 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 3,801,924

預入期間が３か月を超える定期預金 △300,000

現金及び現金同等物 3,501,924

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  5,749千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  263千株

３．配当に関する事項

 配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 41,145 7.50  平成20年３月31日  平成20年６月27日

利益剰余

金
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）　

前事業年度の末日に比べ著しい変動がないため記載しておりません。　

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）　　

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。　

（持分法損益等）

当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

該当事項はありません。　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 2,362.45円 １株当たり純資産額 2,349.09円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 14.27円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 78,257

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 78,257

期中平均株式数（千株） 5,485

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

該当事項はありません。　

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月14日

東部ネットワーク株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　弘幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大和　哲夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東部ネットワーク株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第96期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東部ネットワーク株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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